
付則  

1. 本会は、平成 15 年（2003 年）3 月 11 日をもって設立する。 

2. 本会則は、平成 15 年（2003 年）3 月 11 日より、施行する。 

3. 特例として、平成 15（2003）年度は、2003 年 3 月 11 日より、2004 年 3 月

31 日までを、1 会計年度とする。 

4. 本会の設立当初の役員は、第 7 条から第 12 条の規定にかかわらず、別紙役員

名簿のとおりとし、これらの役員の任期は、平成 18 年（2006 年）3 月 31 日

までとする。 

5. 本会の役員の任期は、平成 21（2009）年度より、開始年度の 7 月 1 日から最

終年度の 6 月 30 日までとする。ただし、平成 21 年（2009 年）に始まる第 3
期の役員任期は、第 12 条の規定にかかわらず、平成 21 年（2009 年）4 月 1
日から平成 24 年（2012 年）6 月 30 日までとする。 

6. 本会則は、平成 17 年（2005 年）7 月 30 日に、異文化経営研究会から異文化

経営学会への会名称変更に伴い一部改正した。 

会費に関する細則 

 会員は、毎年、会費として次の金額を納めなければならない。 

1. 個人会員：正会員 8,000 円、学生会員 4,000 円、シニア会員 4,000 円。 

2. 賛助会員：個人 1 口 12,000 円、団体 1 口 24,000 円。 

3. 顧問は、会費を免除される。 

4. 海外会員は、会費を免除される。 
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馬越恵美子  桜美林大学経済経営学系 教授 
理事   
井 川 紀 道  東洋学園大学現代経営学部 客員教授 
市 川 順 一  折尾愛真短期大学経済科 准教授 
稲 田 佳 昭  日本在外企業協会 専務理事 

臼 井 哲 也  日本大学法学部 教授 
薄 上 二 郎  青山学院大学経営学部 教授 
内 田 康 郎  富山大学経済学部 教授 
大 石 芳 裕  明治大学経営学部 教授 
太 田 正 孝  早稲田大学商学学術院 教授 
小 野 豊 和  元東海大学経営学部 教授 
加 藤 里 美  愛知工業大学経営学部 教授 
木 村 友 保  名古屋外国語大学現代国際学部 教授 

桑 名 義 晴  桜美林大学大学院経営学研究科 教授 
櫻 井 秀 子  中央大学総合政策学部 教授 
佐 脇 英 志  亜細亜大学経営学部 特任教授 
髙 橋 俊 一  立正大学経営学部 准教授 
谷 口 洋 志  中央大学経済学部 教授 
藤 澤 武 史  関西学院大学商学部 教授 
古 川 千 歳  愛知大学経営学部 准教授 
古 沢 昌 之  近畿大学経営学部 教授 
安 室 憲 一  兵庫県立大学 名誉教授 

山 本 崇 雄  神奈川大学経済学部 准教授 
監事   
田 所 邦 雄  TCC コーポレーション（株）代表取締役 
中 村 好 伸  リロ・パナソニックエクセルインターナショナル（株）顧問 
事務局長   
髙 橋 俊 一  立正大学経営学部 准教授（理事兼任） 
事務次長   
古 川 千 歳  愛知大学経営学部 准教授（理事兼任） 
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